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① 助成対象事業の公募 

 【令和 5年 1月 18日（水）～令和 6年 2月 28日（火）】 

 

 

 

③ヒアリング（申請内容の調査） 

 

 

 

④助成金交付決定通知 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦助成金交付確定通知 

 

 

 

⑨助成金の交付 

 

 

 

 

 

②助成金交付申請（提出書類） 

 

 

 

 

 

 

 

⑤事業の実施 

【令和４年４月１日（金）～令和５年２月２８日（火）】 

  注意：チラシ・ポスター等の校正有 

 

 

⑥実績報告（提出書類） 

 【事業実施終了後、３０日以内】 

 

 

 

 

 

 

⑧助成金交付請求（提出書類） 

 

 

※次年度春頃、みえ生涯学習ネットワーク総会にて

事例紹介いただきます。 

 

（注意事項） 

１ 助成金の交付は、助成対象活動の遂行上、真に必要であると認められる場合は、 

一部概算払い請求を行うことができます。 

２ 助成対象活動の内容に重要な変更が生じた場合、または活動を中止（廃止）しよう 

とする場合は、所定の手続きを行う必要があります。 

・ 助成金交付申請書（第１号様式） 

・ 事業計画書（第２号様式） 

・ 収支予算書（第３号様式） 

審  査 

・ 実績報告書（第９号様式） 

・ 事業報告書（第１０号様式） 

・ 収支報告書（第１１号様式） 

・ 助成金交付請求書（第１３号様式） 

審 査 ・ 確 認 

注意：募集期間終了後、審査、助成の可否について 

書面にて通知します。 


